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新
年
度
を
迎
え
、
通
常
国
会
は
後
半
戦
に
入
り
ま
し
た
。
自
民
党
は
、
派
閥
の
裏
金
問
題
で
関
係
議
員
の
処
分

を
行
い
ま
し
た
が
、
身
内
に
甘
い
お
手
盛
り
の
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
処
分
対
象
に
つ
い
て
、
政
治
資
金
収
支

報
告
書
へ
の
不
記
載
額
が
過
去
５
年
間
で
５
０
０
万
円
以
上
と
し
ま
し
た
が
、
こ
の
線
引
き
の
根
拠
も
示
さ
れ

ず
、
裏
金
議
員
の
半
数
に
も
満
た
な
い
３９
人
し
か
処
分
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
全
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
金
額
の

多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
資
金
規
正
法
に
違
反
し
た
全
員
を
処
分
の
対
象
と
す
べ
き
で
す
。

　

そ
し
て
、
岸
田
派
と
二
階
派
の
会
計
責
任
者
が
立
件
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
派
閥
会
長
で
あ
っ
た
岸

田
総
理
と
二
階
元
幹
事
長
は
処
分
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
民
間
企
業
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
の
不
祥
事
が
起
き
れ

ば
、
ト
ッ
プ
が
責
任
を
取
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。
自
民
党
の
組
織
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
地
に
堕
ち
て
い
る

と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。　

　

安
倍
派
の
組
織
的
な
裏
金
づ
く
り
が
、
い
つ
か
ら
、
誰
の
指
示
で
、
何
の
た
め
に
始
ま
っ
た
の
か
も
不
明
の
ま

ま
で
す
。
安
倍
元
総
理
が
資
金
還
流
の
中
止
を
指
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裏
金
づ
く
り
が
継
続
さ
れ
た
経
緯

な
ど
も
未
だ
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
８２
人
の
裏
金
議
員
の
中
で
、
政
治
倫
理
審
査
会
に
出
席
し
た
の
は

わ
ず
か
９
人
で
、
大
半
の
議
員
は
国
会
で
の
説
明
責
任
す
ら
果
た
そ
う
と
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

今
回
の
処
分
で
疑
惑
を
幕
引
き
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
国
会
で
は
「
政
治
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員

会
」
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
中
で
は
、
再
発
防
止
に
向
け
た
政
治
資
金
規
正
法
の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、

引
き
続
き
裏
金
づ
く
り
の
実
態
解
明
を
求
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
岸
田
総
理
は
、
今
回
の
裏
金
事
件
に
よ
っ
て
、
深
刻
な
政
治
不
信
を
招
い
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
ら
の
責
任
に
つ
い
て
「
最
終
的
に
は
国
民
、
党
員
に

判
断
い
た
だ
く
立
場
に
あ
る
」
と
述
べ
ま
し
た
。
国
の
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
の
け
じ
め
を
つ
け
な
い
の
な
ら
ば
、
衆
議
院
を
解
散
し
、
総
選
挙
で
国

民
の
審
判
を
仰
ぐ
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
後
と
も
、
国
民
の
皆
様

の
信
頼
を
回
復
で
き
る
よ
う
に
、
全
力
を
あ
げ
て
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
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お手盛り処分での幕引きは
許されない。特別委員会で
の実態解明を強く求める！

お手盛り処分での幕引きは
許されない。特別委員会で
の実態解明を強く求める！

自民党裏金事件



裏金事件の
処分を受けて
自民党と
国対委員長
会談

笠は幹事長として家族会の横田拓也代表、救う会の西岡力会長
らと意見交換しました。

本気の政治改革実現に向けて先頭に立つ！本気の政治改革実現に向けて先頭に立つ！

■ 立憲民主党神奈川県第9区総支部事務所
〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸1644-1
　　　　　　新川ガーデンビル1Ｆ
TEL.044-900-1800　FAX.044-900-1011 HPFacebook

討議資料

■ 国会見学受付中
お一人でもグループでもお気軽にお申込み
ください。随時受付けしております。お申込
みは左記事務所までお願いします！（旧Twitter）

　自民党以外の主要政党はすでに、政治資金規正法の
改正に向けて、具体的な改革案をまとめています。会計
責任者が有罪となった場合に議員本人が責任を取って
失職する連座制の導入、企業団体献金の禁止、政策活
動費の廃止や使途の公開、政治団体の収支を監視する
第三者機関の設置などについては、同じ方向性を打ち
出しています。今後の与野党協議では、自民党がどこま
で私たちに歩み寄ってくるかが焦点となります。笠は野
党の責任者として、公明党も含めて、合意形成を図り、
自民党に強く政治改革を迫ってまいります。政治とカネ
を巡る不祥事を起こさせないために、抜け道のない実
効性のある法改正の実現を目指してまいります。

Ⅰ　政治家本人の処罰を強化する
・国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書の代表者
は本人である国会議員とすることを義務付ける。
・代表者に会計責任者と連座して責任を負わせる。
・収支報告書不記載の政治資金に対して政治資金隠匿罪
を新設する。

Ⅱ　政治資金の透明性を確保する　
・政治資金収支報告書を検索可能な形でデジタル化し、オ
ンラインで提出することを義務付ける。
・総務省、都道府県選管に対し、政治資金収支報告書のイ
ンターネットによる公開を義務付ける。
・登録政治資金監査人による外部監査の範囲を見直し、支
出だけでなく収入についても監査を義務付ける。
・政治資金を監督する独立の第三者機関の設置を検討する。
・使途不明な「政策活動費」など政党幹部への多額の渡し
切りを禁止する。
・調査研究広報滞在費（旧文通費）については、使途可能
な範囲を明確にするとともに、使途の公開や残預金の返
還などを法律で定める。

Ⅲ　企業・団体献金の禁止
・特定の企業・団体が政治・政策決定をゆがめることのな
いように、企業・団体の政党及び政党支部に対する寄付
を禁止する。
・個人献金を促進するため、個人が政治活動に関する寄附
を行う場合の税額控除を抜本拡充する。

４月１１日に『衆議院政治改革に関する特別委員会』が設置され、
笠が野党の責任者として筆頭理事に就任しました！
りゅう

4月2日4月2日

4月5日4月5日

“政治とカネ”の問題に対する立憲民主党の考え方

〝政治改革
特別委員会〟
の設置について
与野党国対委員長
会談で合意

地域の皆さんと
対話を重ねています！党の拉致問題対策本部　４月3日

りゅう

りゅう


